
議案第３９号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２９年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 さいたま市個人番号の利用に関する条例（平成２７年さいたま市条例第６０号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国

残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援

に関する法律（平成

６年法律第３０号）

による中国残留邦人

等支援給付若しくは

配偶者支援金の支給

に関する情報（以下

「中国残留邦人等支

援給付等関係情報」

という。）、生活保

護法による保護の実

施若しくは就労自立

給付金の支給若しく

は生活保護準用事務

に関する情報（以下

「生活保護関係情報

」という。）、介護

保険法（平成９年法

律第１２３号）によ 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国

残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援

に関する法律（平成

６年法律第３０号）

による中国残留邦人

等支援給付若しくは

配偶者支援金の支給

に関する情報（以下

「中国残留邦人等支

援給付等関係情報」

という。）、生活保

護法による保護の実

施若しくは就労自立

給付金の支給若しく

は生活保護準用事務

に関する情報（以下

「生活保護関係情報

」という。）、介護

保険法（平成９年法

律第１２３号）によ 
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  る保険給付の支給、

地域支援事業の実施

若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

下「介護保険給付等

関係情報」という。

）、国民健康保険法

（昭和３３年法律第

１９２号）若しくは

高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和

５７年法律第８０号

）による医療費に関

する給付の支給若し

くは保険料の徴収に

関する情報（以下「

医療保険給付関係情

報」という。）、さ

いたま市国民健康保

険税条例（平成１４

年さいたま市条例第

２８号）による国民

健康保険税の賦課徴

収に関する情報（以

下「国民健康保険税

賦課徴収情報」とい

う。）、身体障害者

福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）に

よる身体障害者手帳

若しくは精神保健及

び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２

５年法律第１２３号

）による精神障害者

保健福祉手帳に関す

る情報（以下「障害 

者関係情報」という。

）、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６

４号）による養育里

親の登録に関する情

報、子ども・子育て

支援法（平成２４年

法律第６５号）によ

る地域子ども・子育

て支援事業の実施に

関する情報（以下「

地域子ども・子育て

支援事業情報」とい 

  る保険給付の支給、

地域支援事業の実施

若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

下「介護保険給付等

関係情報」という。

）、国民健康保険法

（昭和３３年法律第

１９２号）若しくは

高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和

５７年法律第８０号

）による医療費に関

する給付の支給若し

くは保険料の徴収に

関する情報（以下「

医療保険給付関係情

報」という。）、さ

いたま市国民健康保

険税条例（平成１４

年さいたま市条例第

２８号）による国民

健康保険税の賦課徴

収に関する情報、身

体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８

３号）による身体障

害者手帳若しくは精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第

１２３号）による精

神障害者保健福祉手

帳に関する情報（以

下「障害者関係情報

」という。）又は児

童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）

による養育里親の登

録に関する情報であ

って規則で定めるも

の 
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  う。）又は児童福祉

法による保育所にお

ける費用の徴収に関

する情報（以下「保

育所費用徴収情報」

という。）であって

規則で定めるもの 

２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、さ

いたま市市営住宅条

例（平成１３年さい

たま市条例第２６７

号）による入居者の

家賃に関する情報（

以下「市営住宅家賃

情報」という。）、

特定疾病児童等日常

生活用具給付等事務

に関する情報、心身

障害者福祉手当支給

事務に関する情報、

補装具自己負担額助

成に関する事務に関

する情報、ひとり親

医療費等助成事務に

関する情報、地方税

法その他の地方税に

関する法律及びこれ

らの法律に基づく条

例の規定により算定

した税額若しくはそ

の算定の基礎となる

事項若しくはその徴

収に関する情報（国

民健康保険税に関す

るものを除く。以下

「地方税関係情報」

という。）、国民年

金法（昭和３４年法

律第１４１号）若し

くは厚生年金保険法

（昭和２９年法律第

１１５号）による年

金である給付の支給

２ 市長  ［略］ 生活保護関係情報、

さいたま市市営住宅

条例（平成１３年さ

いたま市条例第２６

７号）による入居者 

の家賃に関する情報、

特定疾病児童等日常

生活用具給付等事務

に関する情報、心身

障害者福祉手当支給

事務に関する情報、

補装具自己負担額助

成に関する事務に関

する情報又はひとり

親医療費等助成事務

に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
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若しくは保険料の徴

収に関する情報（以

  下「年金給付関係情

報」という。）、地

域子ども・子育て支

援事業情報又は保育

所費用徴収情報であ

って規則で定めるも

の

３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、身

体障害者福祉法によ 

る障害福祉サービス、

障害者支援施設等へ

の入所等の措置若し

くは費用の徴収、精

神保健及び精神障害

者福祉に関する法律

による入院措置若し

くは費用の徴収、知

的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７

号）による障害福祉

サービス、障害者支

援施設等への入所等

の措置若しくは費用

の徴収、児童福祉法

による措置若しくは

費用の徴収若しくは

老人福祉法による福

祉の措置若しくは費

用の徴収に関する情

報（以下「措置入所 

等関係情報」という。

）又は地方税関係情

報であって規則で定

めるもの 

４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報、

国民健康保険税賦課

徴収情報、措置入所

等関係情報、障害者

の日常生活及び社会

生活を総合的に支援

するための法律（平

成１７年法律第１２

３号）による自立支

援給付の支給に関す

３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報又は

身体障害者福祉法に

よる障害福祉サービ

ス、障害者支援施設

等への入所等の措置 

若しくは費用の徴収、

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律による入院措置若

しくは費用の徴収、

知的障害者福祉法（

昭和３５年法律第３

７号）による障害福

祉サービス、障害者

支援施設等への入所

等の措置若しくは費

用の徴収、児童福祉

法による措置若しく

は費用の徴収若しく

は老人福祉法による

福祉の措置若しくは

費用の徴収に関する

情報（以下「措置入

所等関係情報」とい

う。）であって規則

で定めるもの 

４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医 

療保険給付関係情報、

措置入所等関係情報、

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律（平成１７年法律

第１２３号）による

自立支援給付の支給

に関する情報（以下

「自立支援給付関係

情報」という。）又 
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る情報（以下「自立

支援給付関係情報」

という。）、地方税

関係情報、年金給付

関係情報、地域子ど

も・子育て支援事業

情報又は保育所費用

徴収情報であって規

則で定めるもの

５～１０ ［略］ 

１１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情 

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報、地方税関係情

報、地域子ども・子

育て支援事業情報又

は保育所費用徴収情

報であって規則で定

めるもの 

１２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

ひとり親医療費等助 

成事務に関する情報、

措置入所等関係情報、

自立支援給付関係情 

報、地方税関係情報、

児童福祉法による小

児慢性特定疾病医療

費、肢体不自由児通

所医療費若しくは障

害児入所医療費の支

給若しくは療育の給

付に関する情報、児

童福祉法による助産

施設における助産の

実施若しくは母子生

活支援施設における

保護の実施に関する

情報、母子保健法（ 

  は地方税法その他の

地方税に関する法律

及びこれらの法律に

基づく条例の規定に

より算定した税額若

しくはその算定の基

礎となる事項若しく

はその徴収に関する

情報（国民健康保険

税に関するものを除

く。以下「地方税関

係情報」という。）

であって規則で定め

るもの

５～１０ ［略］ 

１１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報又は地方税関係

情報であって規則で

定めるもの 

１２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、さいたま市

国民健康保険税条例

による国民健康保険

税の賦課徴収に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、措置入所

等関係情報、自立支

援給付関係情報、地

方税関係情報、児童

福祉法による小児慢

性特定疾病医療費、

肢体不自由児通所医

療費若しくは障害児

入所医療費の支給若

しくは療育の給付に

関する情報、児童福

祉法による助産施設

における助産の実施

若しくは母子生活支 
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  昭和４０年法律第１

４１号）による養育

医療の給付若しくは

養育医療に要する費

用の支給に関する情

報又は感染症の予防

及び感染症の患者に

対する医療に関する

法律（平成１０年法

律第１１４号）によ

る費用の負担若しく

は療養費の支給に関

する情報であって規

則で定めるもの 

１３ 市長  ［略］ 国民健康保険税賦課

徴収情報であって規

則で定めるもの 

１４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、地

方税関係情報、地域

子ども・子育て支援

事業情報又は保育所

費用徴収情報であっ

て規則で定めるもの 

１５ ［略］ 

１６ 市長 母子保健

法による

養育医療

の給付若

しくは養

育医療に

要する費

用の支給

又は費用

の徴収に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

生活保護関係情報又

は医療保険給付関係

情報であって規則で

定めるもの 

  援施設における保護 

の実施に関する情報、

母子保健法（昭和４

０年法律第１４１号

）による養育医療の

給付若しくは養育医

療に要する費用の支

給に関する情報又は

感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律（

平成１０年法律第１

１４号）による費用

の負担若しくは療養

費の支給に関する情

報であって規則で定

めるもの 

１３ 市長  ［略］ さいたま市国民健康

保険税条例による国

民健康保険税の賦課

徴収に関する情報で

あって規則で定める

もの 

１４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係

情報又は地方税関係

情報であって規則で

定めるもの 

１５ ［略］ 

１６ 市長 母子保健

法による

養育医療

の給付又

は養育医

療に要す

る費用の

支給に関

する事務

であって

規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 
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１７～２１ ［略］ 

２２ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報又は

生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの

２３ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報又は

生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの

２４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、市

営住宅家賃情報、特

定疾病児童等日常生

活用具給付等事務に

関する情報、心身障

害者福祉手当支給事

務に関する情報、補

装具自己負担額助成

に関する事務に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、措置入所

等関係情報、自立支

援給付関係情報、地

方税関係情報、児童

扶養手当関係情報、

特別児童扶養手当関

係情報、障害児福祉

手当等関係情報、母

子及び父子並びに寡

婦福祉法による給付

金に関する情報、戦

傷病者戦没者遺族等

援護法（昭和２７年

法律第１２７号）に

よる援護に関する情

報、母子保健法によ

る養育医療の給付若

しくは養育医療に要

する費用の支給に関

する情報、児童手当

法（昭和４６年法律

第７３号）による児

童手当若しくは特例 

１７～２１ ［略］ 

２２ 市長  ［略］ 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

２３ 市長  ［略］ 生活保護関係情報で

あって規則で定める

もの 

２４ 市長  ［略］ 中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、障害者関係 

情報、さいたま市市

営住宅条例による入

居者の家賃に関する

情報、特定疾病児童

等日常生活用具給付 

等事務に関する情報、

心身障害者福祉手当

支給事務に関する情

報、補装具自己負担

額助成に関する事務

に関する情報、ひと

り親医療費等助成事

務に関する情報、措

置入所等関係情報、

自立支援給付関係情 

報、地方税関係情報、

児童扶養手当関係情

報、特別児童扶養手

当関係情報、障害児 

福祉手当等関係情報、

母子及び父子並びに

寡婦福祉法による給

付金に関する情報、

戦傷病者戦没者遺族

等援護法（昭和２７

年法律第１２７号）

による援護に関する

情報、母子保健法に

よる養育医療の給付

若しくは養育医療に

要する費用の支給に

関する情報又は児童

手当法（昭和４６年

法律第７３号）によ 

  る児童手当若しくは 
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  給付の支給に関する

情報、年金給付関係

情報、地域子ども・

子育て支援事業情報

又は保育所費用徴収

情報であって規則で

定めるもの 

２５～２９ ［略］ 

３０ 市長 中国残留

邦人等の

円滑な帰

国の促進

並びに永

住帰国し

た中国残

留邦人等

及び特定

配偶者の

自立の支

援に関す

る法律に

よる支援

給付又は

配偶者支

援金の支

給に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

生活保護関係情報、

介護保険給付等関係

情報、医療保険給付

関係情報、国民健康

保険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、市

営住宅家賃情報、特

定疾病児童等日常生

活用具給付等事務に

関する情報、心身障

害者福祉手当支給事

務に関する情報、補

装具自己負担額助成

に関する事務に関す

る情報、ひとり親医

療費等助成事務に関

する情報、地方税関

係情報、年金給付関

係情報、地域子ども

・子育て支援事業情

報又は保育所費用徴

収情報であって規則

で定めるもの 

３１ 市長 国民年金

法による

年金であ

る給付若

しくは一

時金の支

給又は保

険料の免

除に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、医

療保険給付関係情報、

国民健康保険税賦課

徴収情報又は地方税

関係情報であって規

則で定めるもの 

３２ 市長 予防接種

法（昭和

２３年法

律第６８

号）によ

る給付の

支給又は 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報又は

地方税関係情報であ

って規則で定めるも

の 

  特例給付の支給に関

する情報であって規

則で定めるもの 

２５～２９ ［略］ 
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 実費の徴

収に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

３３ 市長 子ども・

子育て支

援法によ

る子ども

のための

教育・保

育給付の

支給又は

地域子ど

も・子育

て支援事

業の実施

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

障害者関係情報、自

立支援給付関係情報、

地方税関係情報、児

童扶養手当関係情報、

特別児童扶養手当関

係情報、児童福祉法

による障害児通所支

援若しくは障害児入

所支援に関する情報

又は保育所費用徴収

情報であって規則で

定めるもの 

３４ 市長 児童福祉

法による

保育所に

おける保

育の実施

又は費用

の徴収に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

中国残留邦人等支援

給付等関係情報、生

活保護関係情報、介

護保険給付等関係情

報、医療保険給付関

係情報、国民健康保

険税賦課徴収情報、

地方税関係情報又は

地域子ども・子育て

支援事業情報であっ

て規則で定めるもの

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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